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�愛媛県告示第８８３号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

トライアングルエヒメ公募
型ＤＸイノベーション愛媛
プロジェクト管理・運営業
務

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和５年６月３０日

ＲｅＧＡＣＹ Ｉｎｎｏ
ｖａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕ
ｐ株式会社
東京都千代田区大手町２
－７－１

８０，０００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

レデイ薬局土居田店 松山市土居田町４１９番地
１ 株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番

３７号
代表取締役
白 石 明 生

精神通院医療（薬
局）

令和５年
７月１日

さくら薬局 松山市鷹子町４９４番地１ 有限会社メディケイト 松山市鷹子町４９４番地１ 代表取締役
長 富 啓 子

精神通院医療（薬
局）

令和５年
７月３日

毎週（火・金）曜日発行 第４３３号 令和５年８月１４日

令和５年８月１４日月曜日 第４３３号



愛 媛 県 報令和５年８月１４日 第４３３号

７９８

��������������

�������
�愛媛県告示第８８６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年８月１４日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｚ－７６５

�愛媛県告示第８８５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

一般社団法人ＫＵＭＡＹ
ＡＭＡ ＳＴＯＲＩＥＳ

上浮穴郡�万高原町上野
尻甲５６５番地

代表理事
� 田 弘 美

訪問看護ステーションコ
ミュニティナースｉｎ愛
媛

伊予郡砥部町大南１９１番
地 山田ハイツ１０２ 精神通院医療 令和５年

７月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

ツクイ松山訪問
看護ステーショ
ン

松山市湯渡町５
番地４０ グラン
ドスタジオⅤ１０
１号室

松山市千舟町４
－６－１ 松山
フコク生命ビル
７階

精神通院医療 令和５年
６月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社ゆずの会 新居浜市坂井町１丁目９
番１０号

代表取締役
浅 井 達 也

訪問看護ステーション
葵

新居浜市坂井町１丁目９
番１０号

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

令和５年
８月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

訪問看護リハス
テーションＣＯ
ＲＥ

伊予郡砥部町高
尾田８６６番地７
ランドコーポ

レーションビル
１０１

伊予郡砥部町宮
内８９２番地２

訪問看護ステー
ション（育成医
療・更生医療）

令和３年
４月２８日

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。別表第１第４６号 ロ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２．５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ酸素曝気式活性汚泥処理施設

� シアン排水処理設備

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．８

備考 特定施設の汚水等は、シアン排水処理設備（北特排）へ送液する。

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処理施設の種類及び型式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 散気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２１．４

最大 １，２４２．１

通常 １０８．１

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９５．０

最大 ８６２．１

通常 ２４．３

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２１．２

最大 ７１７．６

通常 ２１０．３

最大 ２４０．９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．０

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，６９１

最大 ２１，４６９

通常 １７，６９１

最大 ２１，４６９

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処理施設の種類及び型式 中和、酸素曝気式活性汚泥、凝集、沈殿

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸素曝気式活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１２．０

最大 ８．０～１２．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６２３．０

最大 １，１６２．６

通常 １２３．５

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３９．３

最大 ８８１．５

通常 １７．５

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，００７．４

最大 １，５００．２

通常 １８３．６

最大 ２１２．３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．４

最大 ３１．９

通常 ２．１

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，８５４

最大 １０，４７２

通常 ８，８５４

最大 １０，４７２

設 置 年 月 日 昭和６０年３月３０日

処理施設の種類及び型式 攪拌機付コンクリート槽

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ４メートル 横 ４メートル
高さ ４メートル
×４槽

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 晒液酸化分解処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第８９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

石手川北部土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

令和５年８月１４日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

�愛媛県告示第８９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４４．７

最大 １，８６７．０

通常 １，３３６．８

最大 １，８５９．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５

最大 ７７

通常 ４５

最大 ７７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５３１

最大 ６３６

通常 ５２９

最大 ６３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８３４

最大 ２，３６９

通常 １，８４５

最大 ２，３８０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６．２

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ７０．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．４

最大 １００．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５１，２６０

最大 ３３５，２３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市上徳字高斗代乙３００番６から

同市上徳字高大道上乙１１１番１０まで
令和５年８月１４日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 宮 渉 松山市上伊台町８６４

〃 寺 本 弘 道 松山市上伊台町８４１

〃 寒 川 高 雄 松山市上伊台町２５１－１

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６－１

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６
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監 査 公 表

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づ

き実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表する。

令和５年８月１４日

愛媛県監査委員 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

（監査の基準）

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付け愛媛県監査委員

告示第１号）に準拠し実施した。

（監査の種類）

財務監査

（監査の着眼点）

監査の実施にあたっては、次の事項に主眼を置き実施した。

・財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。

・経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているか。

（監査の実施内容）

令和４年度財務における公営企業管理局の定期監査を９機関に対

�愛媛県告示第８９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年８月１４日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第８９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年８月１４日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第８９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０

〃 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３

〃 高 橋 元 松山市福角町甲５９１

〃 乗 松 敏 彦 松山市福角町甲１７０３－２

〃 乗 松 幸 則 松山市福角町甲１６９４

〃 安 井 和 � 松山市堀江町甲８４３－１９

〃 光 宗 忍 松山市東大栗町甲３６２

〃 上 松 勝 典 松山市東大栗町甲７４６

〃 喜 多 景 治 松山市客甲２２２

〃 重 野 匡 宏 松山市西谷甲２６２

〃 栗 上 清 二 松山市小川甲２３０－１

〃 玉 井 力 松山市小川甲３２８－４

監 事 宮 本 仕 郎 松山市上伊台町１８７７－２

〃 垣 木 昭 憲 松山市菅沢町甲１３０８－１

〃 竹 松 慎 吾 松山市鴨之池１３７

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第１３号

令和５年７月３１日
東温市田窪字海稲１５５１番

奈良県北葛城郡広陵町馬見中３丁目１番１５

０号

田 井 野 仁

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第１４号

令和５年８月１日
伊予郡松前町大字北川原字原端９３１番６、９３１番７

伊予郡松前町大字西古泉１７番地３

サンガーデン西古泉Ａ１０３

乗 松 憲 二

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市梅川４０２番１４から

同市梅川３９９番１地先まで
令和５年８月１４日
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選挙管理委員会告示

して実施した。

区分 実地監査 書面監査 計

公営企業管理局 ９ ０ ９

本庁 ３ ０ ３

地方機関（病院等） ６ ０ ６

（監査対象機関）

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和５年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県伊予郡第二支部 大 政 博 文 大 政 典 邦 伊予郡松前町大字大間２２６－１ 令和５年７月１０日

自由民主党愛媛県今治市・越智郡第
二支部 小 畠 源 � 保 智 秀 今治市共栄町二丁目２－２０ 令和５年７月１９日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 令和５年６月１２日

発 電 工 水 課 令和５年６月１２日

県 立 病 院 課 令和５年６月１２日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 令和５年６月９日

西条地区工業用水道管理事務所 令和５年６月９日

中 央 病 院 令和５年６月８日

今 治 病 院 令和５年６月９日

南 宇 和 病 院 令和５年６月６日

新 居 浜 病 院 令和５年６月９日

（監査の結果）

令和４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契

約給水量を確保しており、経営成績は安定している。

一方、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純

利益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると１９１億円

の借入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、今

後も、企業立地の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の更な

る強化等による新たな水需要の開拓に一層努めるとともに、厳しい

財政状態に鑑み、引き続き事業運営の合理化・効率化に取り組み、

経営基盤の安定化に努められたい。

２ 病院事業

� 当年度の入院及び外来患者数が、前年度と比較して増加したこと

や、新型コロナウイルス感染症対応のための病床確保に対し、国か

ら前年度並みの財政支援があったことなどから、純利益については、

前年度を２億８，３２０万円上回り、２１億１，８６９万円と引き続き黒字とな

っている。

しかしながら、累積欠損金は１６４億円に上り、企業債３１４億円や一

般会計等からの長期借入金８８億円など、負債が資産を上回る債務超

過の状況になっており、依然として厳しい財政状態が続いている。

病院事業を取り巻く環境は、医師や看護師の不足などを背景に厳

しい状況にあると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病

院が、国が求める公立病院経営強化に向けた取組や本県の地域医療

構想を踏まえながら、地域の中核病院として高度で良質な医療を安

定的に供給するとともに、引き続き経営健全化に取り組まれたい。

� 個人医業未収金の納期到来分１３７，３３０，０６４円（過年度未収金６８，２１

２，１８０円、現年度未収金６９，１１７，８８４円）について、早期回収に引き

続き努められたい。

（中央病院）

� 医業外未収金の納期到来分５，７７８，７４２円（過年度未収金３３５，２７４円、

現年度未収金５，４４３，４６８円）について、早期回収により一層努めら

れたい。

（中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分３３，９５７，２８４円（過年度未収金１３，０２７

，１３８円、現年度未収金２０，９３０，１４６円）について、早期回収により一

層努められたい。

（今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分２５３，４０７円（過年度未収金４３，１５０円、

現年度未収金２１０，２５７円）について、早期回収により一層努められ

たい。

（今治病院）

� 個人医業未収金の納期到来分１０，０８８，４６０円（過年度未収金６，５３５，

４４０円、現年度未収金３，５５３，０２０円）について、早期回収により一層

努められたい。

（南宇和病院）

� 医業外未収金の納期到来分１３３，４２０円（過年度未収金７２，９４０円、

現年度未収金６０，４８０円）について、早期回収により一層努められた

い。

（南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分３３，７５６，９９６円（過年度未収金１８，１２０

，１５９円、現年度未収金１５，６３６，８３７円）について、早期回収に引き続

き努められたい。

（新居浜病院）

	 医業外未収金の納期到来分６９５，６６６円（過年度未収金２６８，０６６円、

現年度未収金４２７，６００円）について、早期回収により一層努められ

たい。

（新居浜病院）
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和５年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県宇和島市第三支部 赤 松 泰 伸 令和５年５月１日

立憲民主党愛媛県第１区総支部 白 石 洋 一 令和５年６月３０日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

赤 松 泰 伸 後 援 会 赤 松 泰 伸 令和５年５月１日

梶 谷 大 治 後 援 会 河 野 敏 令和５年６月３０日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

ＳＨＯＥＳ ＢＯＸ 松 本 美 紀 井 上 和 子 西予市宇和町皆田２６２４ 令和５年７月６日

�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和５年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県看護連
盟支部 鎌 倉 文 子 代 表 者 鎌 倉 文 子 吉 田 昭 枝 令和５年７月１日

参政党愛媛第２支部 佐 藤 駿 主たる事務所の所在地 新居浜市政枝町二丁目１－２６ 今治市高市２０３－３ 令和５年７月１６日

代 表 者 佐 藤 駿 渡 邊 宗 平

会 計 責 任 者 渡 邊 宗 平 八 木 邦 靖

自由民主党�万高原支部 山 � 洋 靖 代 表 者 山 � 洋 靖 � 橋 末 廣 令和５年７月２１日

会 計 責 任 者 岡 部 史 夫 西 山 清 一

自由民主党松山支部連合
会 松 本 博 和 会 計 責 任 者 白 石 勇 二 松 本 �美子 令和５年７月２２日

自由民主党愛媛県白鳳支
部 山 先 芳 輝 会 計 責 任 者 浅 川 弘 木 元 健 令和５年７月２６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

えひめ民社協会 上 杉 昌 弘 会 計 責 任 者 田 中 周 作 武 田 浩 一 令和５年６月２１日

愛媛県看護連盟 鎌 倉 文 子 代 表 者 鎌 倉 文 子 吉 田 昭 枝 令和５年７月１日

池内邦仁後援会 池 内 邦 仁 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字神崎３３７－
１

伊予郡松前町大字神崎１４９－
１ 令和５年７月６日

令和５年８月１４日 発行


